
 
ニュースレポート 

令和４年９月２９日 

 

報 道 機 関  各 位 

保健センター   

 

タイトル  

高齢者等インフルエンザ予防接種の実施について 

 

下記のとおり報告いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

行事・事業名 

 

高齢者等インフルエンザ予防接種の実施について 

 

日  時 

 

令和４年１０月１日（土）～令和５年１月３１日（火） 

 

場所・住所 

 

赤穂市・相生市・上郡町・備前市・和気町内実施医療機関 

趣旨・目的（ＰＲしたいこと） 

赤穂市では、高齢者等のインフルエンザ予防接種費用の一部を公費で負担します。 

この冬は、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症との同時流行が懸念されて

います。このため、日本感染症学会は、積極的なインフルエンザワクチンの接種を推

奨しています。インフルエンザワクチンの接種を希望される方は、早めの接種をお願

いします。 

 

対象者  １．６５歳以上の方 

２．６０歳以上６５歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日

常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイ

ルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方 

 

 詳細については、別紙のとおり。 

問い合わせ先 

部課係名：健康福祉部保健センター 

担当者名：日笠 

電 話：0791-46-8701 

F A X：0791-46-8705 

〇添付資料（○有・無） ○ホームページへの掲載（○有・無） 〇議会報告（有・○無） 

AKO CITY 

赤穂市 



令和４年度高齢者等インフルエンザ予防接種のお知らせ   
この冬は、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症との同時流行が懸念されています。このた

め、日本感染症学会は、積極的なインフルエンザワクチンの接種を推奨しています。  南半球のオーストラリアでは、例年よりも数か月早くインフルエンザの流行が確認されています。  インフルエンザワクチンの接種を希望される方は、早めの接種をお願いします。  
１．接種期間について 

令和４年１０月１日（土）～令和５年１月３１日（火）で医療機関が指定する日  
２．対象者について    赤穂市に住所を有する人で、次の①または②に該当する場合（※年齢は接種日の年齢） 
①６５歳以上     ②６０歳以上６５歳未満で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度
に制限される程度の障がいのある、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活

がほとんど不可能な程度の障がいがある。  
３．接種料金について 
自己負担金１，５００円（ただし、生活保護受給者で、上記対象者に該当する場合は無料）  

４．接種方法について （実施医療機関は裏面をご覧ください）   ⑴ 市内医療機関で接種を希望する場合 
予防接種実施医療機関（かかりつけ医等）へ電話予約のうえ、接種してください。    ⑵ 相生市・上郡町・備前市・和気町内の医療機関で接種を希望する場合 
赤穂市保健センターでの事前手続きは不要です。詳細については、接種を希望する医療機関に 
お問い合わせください。     ⑶ ⑴⑵以外の市外医療機関で接種を希望する場合     接種希望日の一週間前までに赤穂市保健センターへご連絡ください。 
（接種時に市外医療機関への接種依頼書が必要です。）  

５．接種の際に持参するもの   ・健康保険被保険者証   ・身体障害者手帳（対象者②に該当する人）   ・受給証明書（生活保護受給者） 
※事前に、市役所社会福祉課保護支援係で交付を受け、医療機関に提出すれば、接種費用は無料  

６．新型コロナワクチンとの接種間隔について    インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンの接種間隔に関する規定はなく、同時接種も可能です。                       
   
※インフルエンザ以外のワクチンと新型コロナワクチンとの接種は、 

片方のワクチンを受けてから１３日以上の間隔をあけて接種する必要があります。 

インフルエンザワクチン 新型コロナワクチン 

インフルエンザワクチン 新型コロナワクチン 

接種間隔に関する規定はなし 
接種間隔に関する規定はなし 



 

 

  
高齢者等以外のインフルエンザ予防接種について  
高齢者等以外のインフルエンザ予防接種については、予防接種法に基づく定期接種以外の予防

接種（任意接種）となります。 
接種を希望される人については、かかりつけ医等にご相談いただいた上で接種してください。

接種費用等については、各医療機関により異なります。 
なお、任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく

救済の対象となる場合があります。ただし、予防接種法（定期接種）と比べて救済の対象が異な

ります。  
赤穂市（事前に予約が必要） 相生市（事前に予約が必要） 

医療機関名 電話 医療機関名 電話 

赤穂市民病院 ４３－３２２２ ＩＨＩ播磨病院 ２２－０３８０ 

赤穂市民病院福浦診療所 ４３－０４００ 相生市民病院 ２２－７１２６ 

赤穂市民病院高雄診療所 ４８－０９９５ 魚橋病院 ２８－１３９５ 

赤穂市民病院有年診療所 ４９－３７０３ 尾崎内科クリニック ２４－７０７０ 

赤穂中央病院 ４５－１１１１ きょう整形外科 ２２－７０００ 

赤穂はくほう会病院 ４５－１１１１ 栗尾整形外科 ２３－６６６６ 

イオン診療所 ４６－４６６６ 中林内科医院 ２３－５００３ 

岩谷内科 ４５－２８８８ ノア整形外科クリニック ５６－５７００ 

おばた内科・糖尿病クリニック ５５－９５９６ はぎの内科クリニック ２４－３３３３ 

梶原外科 ４２－９９３４ 半田クリニック ２２－００６８ 

きっかわ整形外科 ４３－１８１１ 半田中央病院 ２２－０６５６ 

きむクリニック ４５－７３５５ みどりクリニック ５６－６３３０ 

くぼかわ医院 ４２－２１４０   

黒田医院 ４３－５２１０ 上郡町（予約不要） 

澤田医院 ４８－８１４９ 大岩診療所 ５２－５０００ 

シオヤ外科胃腸科医院 ４３－４７１２ 岡田整形外科 ５２－５６００ 

杉口整形外科 ４５－１４５１ 黒田内科クリニック ５２－０２３５ 

せの内科クリニック ５６－５１１５ 河原クリニック ５７－２１６７ 

たけもとクリニック ５６－５０１２ 高嶺診療所 ５２－６３６９ 

田淵医院 ４３－４１１４ 半田産婦人科医院 ５２－１０００ 

てんわかかりつけ医院 ４３－７４１１ 三浦医院 ５２－００４５ 

中村内科医院 ４６－００１２ 苔縄医院 ５２－５６１１ 

福田産婦人科麻酔科 ４３－５３５７   

藤野内科クリニック ４２－１０７７ 備前市及び和気町内の医療機関 

（予約の要・不要については、直接医療機関へお問い合わせください。） 堀クリニック ４３－６０６６ 

正木医院 ４５－３５５５ 武田整形外科 0869-64-1221 

松本クリニック ４２－００３６ 木村内科 0869-64-3497 

三木内科 ４２－１７７１ 備前市立備前病院 0869-64-3385 

宮崎クリニック ４３－４８７７ 大ケ池診療所 0869-64-4648 

山中クリニック ４２－５５５６ 木村医院 0869-64-2277 

渡辺内科小児科医院 ４２－３８８４ 草加病院 0869-64-3811 

  浦上医院 0869-67-0302 

  下野内科外科 0869-67-2335 

  備前市立日生病院 0869-72-1111 

  萩原医院 0869-74-0007 

  吉本医院 0869-62-1122 

  備前市立吉永病院 0869-84-2120 

  たかばクリニック 0869-84-2017 

  平病院 0869-93-1155 

  北川病院 0869-93-1141 

  渋籐医院 0869-88-0023 

高齢者等インフルエンザ予防接種実施医療機関 
※ワクチン等の都合により、接種できない場合があります。 


